
平
成
十
九
年
十
一
月
五
日
提
出

質

問

第

一

八

八

号

薬
害
肝
炎
に
関
わ
る
公
表
資
料
お
よ
び
一
般
国
民
へ
の
注
意
喚
起
の
た
め
の
医
療
機
関
の
公
表
・
周
知
等
に
関

す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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薬
害
肝
炎
に
関
わ
る
公
表
資
料
お
よ
び
一
般
国
民
へ
の
注
意
喚
起
の
た
め
の
医
療
機
関
の
公
表
・
周
知
等
に
関

す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
二
年
八
月
十
九
日
に
報
告
の
あ
っ
た
「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
に
関
す
る
調
査

報
告
書
」
（
以
下
、
報
告
書
）
及
び
四
一
八
名
の
症
例
一
覧
表
の
公
表
時
に
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ

て
い
た
資
料
が
今
回
、
発
見
さ
れ
た
件
に
つ
い
て
、
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。
一
連
の
報
告
書
公
表
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、

旧
ミ
ド
リ
十
字
の
資
料
は
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
厚
生
労
働
省
内
の
資
料
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
薬
害

エ
イ
ズ
事
件
に
お
け
る
�
郡
司
フ
ァ
イ
ル
�
に
匹
敵
す
る
資
料
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
‐
ミ
ド
リ
の
事
故
報
告
に
つ
い
て
（
第
四
回
最
終
報
告
）
」
（
一
九
八
七
年
五
月
三
十
一
日
）
厚
生

省
薬
務
局
安
全
課
医
薬
品
副
作
用
情
報
室
長
（
一
九
八
七
年
五
月
当
時
）
・
牧
野
利
孝
氏
の
メ
モ
や
フ
ァ
イ
ル
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
ら
資
料
の
有
無
に
つ
い
て
、
い
つ
、
誰
が
調
べ
た
か
。
調
べ
た
職
員
の
所
属
課
お
よ
び
役
職
を
お
教
え
願

い
た
い
。

二

一
と
同
様
に
厚
生
労
働
省
医
薬
局
長
（
二
〇
〇
二
年
八
月
当
時
）
・
宮
島
彰
氏
の
メ
モ
や
フ
ァ
イ
ル
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
ら
資
料
の
有
無
に
つ
い
て
、
い
つ
、
誰
が
調
べ
た
か
。
調
べ
た
職
員
の
所
属
課
お
よ
び
役
職
を
お
教
え
願
い
た

一



い
。

三

厚
生
労
働
省
は
、
二
〇
〇
四
年
十
二
月
十
日
に
行
っ
た
よ
う
な
、
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
を
納
入
し
た
七
〇
〇
四
の
全
医
療
機

関
の
新
聞
紙
上
で
の
公
表
を
い
つ
行
う
の
か
。
ま
た
今
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
七
〇
〇
四
の
医
療
機
関
以
外
に
も
フ
ィ
ブ
リ

ノ
ゲ
ン
を
納
入
し
た
医
療
機
関
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
い
つ
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
再
調
査
を
行
う
の
か
。

四

最
初
の
二
名
、
追
加
発
表
の
八
名
、
計
十
名
の
実
名
が
公
表
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
い
な
い
の
か
。
四
一
八
名
の
症
例

一
覧
表
中
、
実
名
を
把
握
し
て
い
る
と
田
辺
三
菱
製
薬
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
一
九
七
名
の
実
名
に
つ
い
て
は
、
い
つ
、
誰
が

調
べ
た
の
か
。
調
べ
た
職
員
の
所
属
課
お
よ
び
役
職
を
お
教
え
願
い
た
い
。

五

薬
害
肝
炎
の
原
告
弁
護
団
か
ら
症
例
一
覧
表
に
あ
る
四
一
八
名
へ
の
告
知
の
要
望
書
を
今
ま
で
に
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
い

か
。

六

二
〇
〇
二
年
以
降
、
薬
害
肝
炎
原
告
弁
護
団
か
ら
要
望
書
は
い
つ
、
何
回
も
ら
っ
た
か
。
そ
れ
ら
要
望
書
を
受
け
取
っ
た

日
時
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
お
教
え
願
い
た
い
。

七

症
例
一
覧
表
四
一
八
名
へ
の
告
知
等
の
た
め
の
新
聞
へ
の
告
知
広
告
は
、
い
つ
、
何
回
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
出
し
た

か
。
新
聞
広
告
の
日
時
お
よ
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
お
教
え
願
い
た
い
。

二



八

七
の
新
聞
広
告
と
と
も
に
国
民
へ
の
周
知
に
あ
た
っ
て
ポ
ス
タ
ー
も
作
成
し
た
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内

容
か
。
い
つ
、
何
枚
、
ど
の
よ
う
に
掲
示
さ
れ
た
か
。

九

七
と
八
の
周
知
に
あ
た
っ
て
は
、
国
民
か
ら
の
電
話
相
談
も
受
け
付
け
た
と
い
う
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
行
い
、
そ
の

相
談
件
数
は
何
件
あ
り
、
国
民
か
ら
の
相
談
内
容
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。

十

二
〇
〇
二
年
八
月
十
九
日
の
報
告
書
及
び
四
一
八
名
の
症
例
一
覧
表
の
公
表
時
、
同
報
告
書
作
成
に
関
与
し
た
当
時
の
担

当
課
の
名
称
を
お
教
え
願
い
た
い
。

十
一

以
上
の
事
実
を
踏
ま
え
、
各
項
目
の
作
業
等
に
関
わ
っ
た
担
当
部
局
及
び
担
当
者
の
責
任
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考

え
、
今
後
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


